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反訴の提起に関するお知らせ 

 

当社は、2025年１月14日付けで、下記のとおり当社元役員１名（以下、「元役員」と言い

ます。）に対して、損害賠償請求の反訴を提起しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．反訴を提起した裁判所および年月日 

（１）裁判所：名古屋地方裁判所 

（２）提起日：2025 年１月 14 日 

 

２．反訴を提起した相手 

   元役員 

 

３．反訴の内容 

（１）内容：損害賠償等請求 

（２）請求金額：金 1254 万 5564 円およびこれに対する遅延損害金 

 

４．反訴に至るまでの経緯 

   2024 年６月 12 日付「当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」にてお知らせいた

しましたとおり、元役員が役員退職慰労金支給額を不服として、当社に対し訴訟（以

下、「本件訴訟」と言います。）を提起いたしました。当社は本件訴訟において、元役

員へ支給した金額は正当である旨を主張し、現在も係争中であります。 

一方、元役員が私的な費用を当社に負担させていたことが発覚し、役員としての忠実

義務および善管注意義務に違反していたため、当社に生じた損害の賠償等を求め、当該

元役員の責任を追及する反訴（以下「本件反訴」と言います。）を 2025 年 1 月 14 日に

提起いたしました。 

 

５．公告 

当社は、本件反訴の提起につきまして、遅滞なく電子公告を行う予定です。 

 

６．今後の見通し 

本件訴訟および本件反訴が当社の業績に与える影響については、軽微であると見込ん

でおりますが、今後開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


